
交付決定後の書類提出の流れ

補助金交付決定

申請時から内容が変わる／変わらない

変わる

変わらない

交付決定額は変わらないが
経費配分が

２０％を超える変更 ２０％以内の変更

変更交付申請書提出

変更承認

実績報告書提出（事業終了後30日以内）

補助金支払

収支予算書の変更

廃止承認申請書提出

事業の中止

中止承認申請書提出

中止・廃止承認

補助金算定基礎額が
下限額を下回る

・企画提案事業：
150万円(新規団体は100万円)

・誰もが～事業：40万円
・後継者育成事業：50万円

自己負担額が
所定の額を下回る

・企画提案事業：50万円
・誰もが～事業：20万円
・後継者育成事業：20万円

収支予算書以外の変更

変更交付申請書提出
（軽微な変更を除く）

変更承認

交付決定額が変わる

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止・内

容変更等を行った事業も補助対象となる場合があります。

変更交付申請書・実績報告書を別途ご提出いただく場合

がありますので、該当する場合は、御連絡いただくようお願

いします。


